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一　はじめに

　筆者はこれまでに、沖縄における近代法の形成・展開
とその構造の研究のための基礎的作業として沖縄県が戦
前期に公布または発令した令達ないし令規（以下「令達」
という。）に関する情報を収集・整理する作業を行ってき
た（１）。本稿は、この戦前期沖縄県の令達に関する研究の
一環として、戦前期沖縄県の令達にはどのような類型な
いし種別（以下「令達類型」という。）が存在したか、ま
たそれらがどのように変遷したかを考察することを目的
とする（２）。さらに、本稿では、この戦前期沖縄県の令達
と中央政府が公布・発令した法令や沖縄県の下級行政機
関が独自に制定・発出した令達との重層性についても補
論的に言及してみたい。
　なお、戦前期沖縄県の令達類型とその変遷の考察にあ
たっては、主として沖縄県の令達自体が令達類型をどの
ように定めていたかに着目して検討するが、令達類型を
定めていた令達自体の存在を確認できていないものが少
なからずあるため、本稿における考察は現時点で確認・
入手できた令達に基づく限りでの暫定的な考察であるこ
とをあらかじめお断りしておきたい。

二　戦前期沖縄県の令達の類型とその変遷

（1）　沖縄県設置当初の令達類型
　明治１２年4月4日太政官布告第１4号（３）によって琉球藩
が廃止されて沖縄県が設置された。この沖縄県設置時点
での令達類型に関して定めた令達は現時点では確認でき
ていないが、明治１３年9月２8日達丙第49号（4）は「今般
庁則別冊之通改正候条此旨相達候事」と定めており、既
に沖縄県庁の庁則が存在したことがわかる。さらに明治
１5年6月３日達丙第48号（5）は、「明治十四年三月丙第二拾
二号達庁則中達番号書式丙号ノ次ヘ左ノ通増加候条此旨
相達候事」とし、「一時ノ告示ニ止ル分」として「告示」

という令達類型を追加している。これによれば、明治１4
年３月達丙第２２号として「庁則」が定められていたこと、
この「庁則」中に「達番号書式」が定められていたこと、
この「達番号書式」が明治１5年達丙第48号により一部改
正され「丙号」達の次に「告示」が追加されたことがわ
かる。このように明治１4年達丙第２２号「庁則」中には令
達類型の定めが置かれていたことがわかるが、その庁則
そのものは現時点では確認できていない。
　試みに、沖縄県知事官房文書係によって編纂され明治
３9年に刊行された『沖縄県令達類纂〔初版〕』（以下「明
治３9年版『令達類纂』」という。）に収録された、明治12
年に沖縄県が公布・発令した令達の類型を拾ってみると、
「達甲」、「達乙」、「達丙」、「達丁」、「番外」の5類型を確
認することができる（6）。これらの令達類型うち、「達乙」、
「達丙」、「達丁」はその結文（すなわち令達の文末）が
「此旨相達候事」と表記されたのに対して、「達甲」はそ
の結文が「此旨布達候事」または「右布達候事」と表記
されたことから、後者は後に「布達甲」と表現されるよ
うになった（７）。
　ちなみに、【表１】に示したように、沖縄県が編纂した
『明治十三年沖縄県統計概表』（沖縄県、明治１5年発行）
には、明治１３年に沖縄県が発出した「文書」として、「甲
号達」、「乙号達」、「丙号達」、「番外達」、「指令」という
5類型の令達が掲載されているが（8）、「達丁」に相当する
「丁号達」は掲載されていない。

（2）　�明治16年達丙第1号「各課職制事務章程並庁則」中
の「達番号書式」による令達類型

　明治１6年１月4日達丙第１号（9）によって「各課職制事
務章程並庁則」が全面改正された。【表２】に示したよう
に、この達の「達番号書式」（１０）中には、「甲号〔布達〕」、
「乙号〔達〕」、「丙号〔達〕」、「丁号〔達〕」、「番外〔達〕」、
「告〔示〕」、「沖縄県何課報告」という７類型の令達の「書
式」例が列挙されている。令達類型の説明と令達の宛先
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の表示、さらに結文例の違いから、「甲号〔布達〕」から
「丁号〔達〕」までの区分の趣旨を理解することができる。
すなわち、「人民直達」の必要のある令達を「甲号」、役
所、村役場等に対する令達で「施政上ニ属スル」ものを
「乙号」、沖縄県庁の内部組織である課署掛に対する令達
や、役所、村役場等に対する令達のうち「施政上ニ属ス
ル」ものでないものを「丙号」、「一部或ハ二三部ニ達ス
ルモノ」を「丁号」、「諭達」を「番外」としている。参
考までに、『沖縄県日誌』（１１）に収録されている明治１３年5
月から１6年6月までの沖縄県令達（ただし、欠落してい
る月があるためこの期間のすべての令達ではない。）の年
次別・類型別件数を【表３】に示した。

（3）　�明治19年県令丙第1号「沖縄県庁則」附録第11式
「県令文例」による令達類型

　明治１9年9月７日県令丙第１号「沖縄県庁則」（１２）は、第
48条において「県令式並官庁ニ上申伺届及往復スル結文
ノ文例等ハ附録第十一式ノ如シ」と定めている。そして、
【表4】に示したように、この附録第１１式の「県令文例」
には、「県令式」に関するものとして、「県令甲号」、「県
令乙号」、「県令丙号」、「県令丁号」、「訓令」、「訓示」、「諭
達」、「告示」、「正誤」、「報告」という１０類型の令達とそ
の結文例が列挙されている。この時点で、沖縄県の主要
な令達類型が、甲号布達〔布達甲〕や乙号達ないし丁号
達から、県令（１３）と訓令に変更された。県令は甲乙丙丁に
4区分され、甲号は「全管内一般ニ周知セシムル者」、乙
号は「各役所連帯ニ達スル者」、丙号は「各部連帯ニ達ス
ル者」、丁号は「一部若クハ一課乃至一役所等ノ一部分ニ
達スル者」とされ、また訓令は「内達若クハ一事件ノ処
分方等ヲ達スル者」とされた。
　その後、明治１9年１２月１１日県令丙第１７号（１4）により、
明治１9年県令丙第１号「沖縄県庁則」の附録第１１式中第
5項（訓令）が一部改正されて「内達若クハ」の五字が
削除された。さらに、附録第１１式中に新たに「内訓」と
「達」の２類型の令達が追加された。この一部改正に関連
する令達類型を表示すると【表5】のとおりである。この
一部改正により、従来「訓令」として発令していたものの
うち「内達」すなわち機密性の高いものを新たに「内訓」
としたこと、明治１9年改正前の主たる令達類型であった
「達」が「官吏一般ニ関スル件即チ儀式等ヲ達スルモノ」
として復活したことがわかる。
　ただし、明治３9年版『令達類纂』に収録されている令
達の公布・発令年次別、類型別の件数を表示した【表6】
および沖縄県知事官房文書係編『沖縄県令達類纂〔改訂
増補版〕』（帝国地方行政学会出版部、明治44年）（以下
「明治44年版『令達類纂』」という。）に収録されている令
達の公布・発令年次別、類型別の件数を表示した【表７】
によれば、明治２０年～２5年の間に「達甲」および「達乙」
が、明治２１年～２３年の間に「達丙」が、明治２０年と２２年
に「達丁」が再び登場し、さらに明治２３年には「達戊」、

明治２１年～２３年の間には「達己」という令達類型が新た
に登場する。これらの令達類型の結文はもはや「此旨布
達候事」あるいは「此旨相達候事」という表現を採って
いない。これらの令達類型における甲乙丙丁戊己の区分
の根拠となる令達は現時点では不明である。
　さらに、【表6】および【表７】によれば、明治２5年を
境にして「県令甲号」、「県令乙号」、「県令丁号」が登場
しなくなる。この時点で県令の甲乙丙丁の区分は廃止さ
れたものと推定されるが、その根拠となる令達も現時点
では不明である。

（4）　�明治38年訓令甲第22号、明治40年訓令乙第27号、
同年訓令乙第28号について

　【表6】によれば、明治３9年版『令達類纂』では、明治
３5年から「訓令甲」と「訓令乙」とが登場する。しかし、
明治３5年当時の令達類型に関する令達自体を、現時点で
は確認できていない。
　また、明治３9年版『令達類纂』に収録されている明治
３8年5月１７日訓令甲第２２号「処務細則」の制定文は、「本
県処務細則別冊ノ通リ定ム／従前ノ令達通牒ニシテ本令
ニ抵触スルモノハ之ヲ廃止ス」（１5）（／は改行。以下同じ。）
と定めている。しかし、同書ではこの「処務細則」の条
文テキストを記載した「別冊」は省略されており、現時
点では他にこの別冊の内容を確認できる資料は見当たら
ない。
　さらに、明治44年版『令達類纂』に収録されている明
治44年4月１０日訓令乙第７０号「沖縄県庁処務細則」の制
定文は、「本庁処務細則別紙ノ通改正シ明治四十四年四月
二十五日ヨリ之ヲ施行ス／明治三十五年沖縄県訓令乙第
五十七号四十年沖縄県訓令乙第二十七号同第二十八号ハ
本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス」（１6）と定めている。この制
定文の後段に出てくる令達のうち、明治３5年〔７月１8日〕
訓令乙第5７号（１７）は「文書編纂及保存規程」であり、この
規程には令達類型についての定めはない。他方、明治4０
年訓令乙第２７号および同年訓令乙第２8号の条文テキスト
は、現時点では確認できていない。
　しかしながら、上記の明治３8年訓令甲第２２号および明
治4０年訓令乙第２７号もしくは同年訓令乙第２8号には、当
時の沖縄県の令達類型が規定されていたと推定される。
その内容は、【表７】によれば、明治44年版『令達類纂』に
収録されている明治３9年から明治4３年までに公布・発令さ
れた令達の類型が、「県令」、「告示」、「諭告」、「訓令（甲、
乙）」、「内訓」および「達」の７類型であることからみて、
次項で触れる明治44年訓令乙第７０号「沖縄県庁処務細則」
による令達類型とほぼ同一であったと考えられる。

（5）　�明治44年訓令乙第70号「沖縄県庁処務細則」によ
る令達類型

　前述した明治44年4月１０日訓令乙第７０号「沖縄県庁処
務細則」の第5１条は、「公文ノ種類左ノ如シ」として、第
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１号から第8号までに、「県令」、「告示」、「諭告」、「訓令
（甲・乙）」、「内訓」、「庁達」、「達」、「指令」という8類型
の「公文」を列挙し、さらに、第5２条は、これら8類型の
「公文」について「公文ノ文例」を列挙している（１8）。これ
を表示すると、【表8】のとおりである。この明治44年訓
令乙第７０号によれば、県令については甲ないし丁の区分
が廃止されたこと、訓令については「沖縄県公報」（１9）へ
の掲載の有無によって「公報ニ掲載スル」訓令甲と「公
報ニ掲載セサル」訓令乙とに区分されたこと、「庁中一般
又ハ一部分ニ命令スルモノ」として新たに「庁達」とい
う類型が設けられたことがわかる。

（6）　�大正13年訓令乙第8号「公文書式文例」による令達
類型

　沖縄県が編纂した加除式の令規集である『加除自在現
行沖縄県令規全集』（昭和4年再版台本）の「国立国会図
書館所蔵本」に収録されている大正１３年１月２２日訓令乙
第8号「公文書式文例」（昭和14年8月訓令乙第１１０号に
よる改正後のもの）の第１条は、「本県令達種類左ノ如シ」
として、第１号から第１０号までに「県令」、「条例」、「規
則」、「告示」、「諭告」、「訓令（甲・乙）」、「内訓」、「庁達」、
「達」、「指令」という１０類型の令達を列挙し、さらに第２
条は、これら１０類型の令達について「公文ノ文例」を示
している（２０）。これを表示すると【表9】のとおりである。
ここでは、明治44年訓令乙第７０号所定の8類型のほかに
「条例」と「規則」という新たな令達類型が追加されてい
るが、これは明治３２年３月１6日法律第64号「府県制」が
昭和4年4月１5日法律第55号により一部改正され、府県の
自治立法権としての府県条例・府県規則の制定権が明文
化された（府県制第３条ノ２、第4１条第１項）ことに対応
していると思われる（ちなみに、沖縄県では大正9年4月
１日に府県制特例が撤廃され、府県制が全面施行された。）。
　なお、これ以降、戦前期には、おそらく沖縄県の令達
類型の改正は行われていないと推定される（２１）。

（7）　小括
　以上の検討から、戦前期沖縄県の主たる令達類型は、
①明治１２年時点では「達甲〔布達甲〕」、「達乙」、「達丙」、
「達丁」、「番外」の5類型であること、②明治１6年時点
では「甲号〔布達〕」、「乙号〔達〕」、「丙号〔達〕」、「丁号
〔達〕」、「番外〔達〕」、「告〔示〕」、「沖縄県何課報告」の７
類型であること、③明治１9年時点では、当初「県令甲号」、
「県令乙号」、「県令丙号」、「県令丁号」、「訓令」、「訓示」、
「諭達」、「告示」、「正誤」、「報告」の１０類型であり、その
後「内訓」と「達」が追加され１２類型となったこと、④
明治２5年頃「県令甲号」、「県令乙号」、「県令丙号」、「県
令丁号」の区分が廃止されたこと、⑤明治３5年頃「訓令」
が「訓令甲」と「訓令乙」に区分されたこと、⑥明治44
年時点では「県令」、「告示」、「諭告」、「訓令（甲・乙）」、
「内訓」、「庁達」、「達」、「指令」の8類型であること、⑦

昭和4年頃「県令」、「告示」、「諭告」、「訓令（甲・乙）」、
「内訓」、「庁達」、「達」、「指令」の8類型に「条例」、「規
則」が加わり１０類型となったこと、⑧以後、戦前期には
令達類型の変更はないと推定されること（２２）、が明らかと
なった。

三　�戦前期沖縄県の令達と他の法令・令達との
重層性

　ところで、以上で検討してきた戦前期沖縄県の令達は、
一方で中央政府が公布・発令した法令との間で、他方で
沖縄県の間切・島、役所、郡・区、市町村などの下級行
政機関が独自に制定・発出した令達との間で、重層的な関
係を形成していた（さらに、いわゆる「旧慣温存期」に
は以上の法令・令達と沖縄の旧慣＝固有法との重層的な
関係が形成されていたことになる。）。沖縄近代法の構造
とその歴史的性格をより一層深く考察するためには、中
央政府の法令との関係の検討とともに、沖縄県の下級行
政機関が制定・発出した令達との関係の検討が必要であ
ると思われる。そして、そのための前提的な作業として、
沖縄県の下級行政機関の令達を収集・整理する作業が不
可欠となる。しかし、戦前期沖縄県の下級行政機関の令
達資料は、戦前期沖縄県の令達資料以上に残存している
ものが少なく、上記作業には資料上の制約が大きいと思
われる。そこでこれらの作業と検討は他の機会に譲るこ
とにして、ここでは、こうした下級行政機関の令達の存
在を示す若干の沖縄県の令達の規定を提示することに止
めたい。

（1）　役所の命令・諸達について
　まず、「役所」の命令・諸達に関する令達に触れておこ
う。ここで、「役所」とは、明治１２年ないし１３年に設置さ
れ明治２9年まで存在した、首里・那覇（当初は親見世役
所）・国頭・中頭・島尻・宮古島・八重山島・伊平屋島・
久米島の9役所のことである（２３）。
　明治１9年１０月２０日沖縄県訓令第6号は、沖縄県知事か
ら役所に宛てた令達であるが、「今般県令甲第十九号ヲ以
テ役所職制々定候ニ就テハ其役所ニ於テ処理スヘキ事務
取扱ノ順序手続及部内ニ対スル命令若クハ諸達ノ文例等
ハ専ラ簡便ヲ旨トシ適宜庶務ハ細則ヲ設ケ施行候儀ト心
得ヘシ／但施行ノ上ハ該細則ヲ添ヘ届出ヘシ」（２4）と命じ
ている。この令達によって、役所が「部内ニ対スル命令
若クハ諸達」を発出していたことがわかる。ちなみに、八
重山島役所『自明治十九年至仝廿五年　役所達』（琉球大
学附属図書館所蔵複製本「八重山島資料5７」）所収「役所
事務章程更正ノ儀」（明治２4年７月２9日丙第5号）の添付文
書「宮古嶋役所處務規程」（年月日不詳）は、第五号式「結
文例」中で「管内下達」として「甲第　号」、「乙第　号」、
「丙第　号」、「告第　号」という4類型を列挙し、これら
の令達の趣旨説明と結文例を示している（【表１０】参照）。
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（2）　郡令・区令・島庁令、区条例・区規則について
　つぎに、郡令や区条例について触れてみよう。明治２9
年4月１日に、同年３月７日勅令第１３号「沖縄県ノ郡編成
ニ関スル件」が施行され、島尻、中頭、国頭、宮古、八
重山の5郡が設置され、前３者には郡役所・郡長、後２者
には島庁・島司が設置された。そして、郡長・島司には、
「地方官官制」（明治２6年１０月３１日勅令第１6２号）によっ
て「法律命令ニ依リ若クハ知事ヨリ委任セラレタル事件
ニ付」郡令・島庁令を発する権限が与えられた（第44条、
第5２条）。
　明治２9年4月１日にはさらに、同年３月７日勅令第１9号
「沖縄県区制」が施行され、首里と那覇に区制が施行され
た。そして、明治２9年３月７日勅令第１4号「沖縄県郡区職
員及島庁職員ニ関スル件」によって、「地方官官制中郡長
ニ関スル規程ハ区長ニ適用」すると規定されたので（第
4条）、区長は区令を発する権限を有することになった。
　こうした地方制度改正に伴い、沖縄県の令達において
郡・区令や島庁令等に関する規定が定められた。たとえ
ば、明治２9年３月２4日県令第７号「郡区令及島庁令ノ公布
式」は「郡区令及ヒ島庁令ハ郡区役所島庁番所蔵元ノ掲
示場ニ掲示スルヲ以テ公布式ト定ム」（２5）と規定した。そ
の後、明治4１年３月３１日県令第２6号「沖縄県公文令」（同
年4月１日施行）第３条は、「島庁令及郡令ハ島庁郡役所町
村役場ノ掲示場ニ掲示シテ之ヲ公布ス」（２6）と定めた。さ
らに、明治44年３月３０日県令第１5号「沖縄県公文公布方
法」（同年4月１日施行）の第２条は、「島庁令及郡令ハ島
庁郡役所町村役場ノ掲示場ニ掲示シテ之ヲ公布ス」（２７）と
定めた。他方、明治２9年4月１日訓令第6２号「区ノ事務
報告例」の第１条は、「其生シタル即日報告スへ」き事項
として１6項目を列挙し、その第１号に「区条例及区規則
ノ発行」を掲げている（２8）。

（3）　間切・島の諸規定について
　最後に、間切・島の諸規定に関する令達に触れること
にしよう。明治３０年4月１日に、同年３月３１日勅令第56号
「沖縄県間切島吏員規程」が施行され、また明治３２年１月
１日に、明治３１年１２月２２日勅令第３5２号「沖縄県間切島
規程」が施行された。これらの勅令の施行にともない制
定された、明治３１年２月３日沖縄県訓令第２１号「間切島
事務報告例」の第4条は、「間切、島ノ事務ニシテ報告ヲ
要スル事項」中の「即報」として「間切、島役場内ノ諸
規定」を挙げている（２9）。また、明治３３年9月２７日沖縄県
訓令第9１号「間切島役場ニ供用スヘキ帳簿規程準則」の
第１条は、「間切島役場ニ供用スヘキ帳簿」の種類として
「間切、島告示公告ニ関スル書類」、「間切、島諸規定」を
掲げている（３０）。

（4）　小活
　以上で取り上げた役所の命令・諸達、郡令・区令・島
庁令、区条例・区規則、間切・島の諸規定のほかに、明

治4１年4月１日に沖縄県に施行された「沖縄県及島嶼町村
制」（明治4０年３月１6日勅令第46号）のもとでの沖縄県の
町村や、大正１０年5月に沖縄県に適用された「市制」（明
治44年4月７日法律第68号）および「町村制」（明治44年
6月７日法律第69号）のもとでの沖縄県の市町村にも独自
に制定・発出した令達が存在していた。しかし、これら
の令達に関する資料の残存状況についても、従来十分に
検討されていないように思われる。ここでも、まず、こ
れらの令達資料の探求自体が課題となる（３１）。

四　おわりに

　以上、本稿では、戦前期沖縄県の令達類型とその変遷
について検討するとともに、戦前期沖縄県の令達と他の
法令・令達との重層性についても言及してきたが、若干
の残された課題に触れて締め括りとしよう。
　本稿で取り上げた戦前期沖縄県の令達には、その制定
権限の違いによって法的性質の異なるものが存在してい
たと考えられる。しかし、本稿ではこうした令達の法的
性質の違いに着目した検討は行うことができなかった。
また、本稿での検討には、資料面での残された課題も多
い。たとえば、既述のように、沖縄県設置当初の令達類
型についてはその根拠となる令達が不明であり、明治３9
年版『令達類纂』および明治44年版『令達類纂』におい
て、明治２０年～２5年の間に再登場する「達甲」、「達乙」、
「達丙」、「達丁」や、明治２１年～２３年の間に登場する「達
戊」、「達己」という令達類型についても、その根拠とな
る令達が不明である。さらに、本稿では沖縄県の内部機
関が独自に制定・発出した令達（たとえば、警察署内部
で発令されたものとして「警訓令」、「警告達」、「警指示」
という令達類型（３２）がある。）について全く論及すること
ができなかった。
　これらの課題の検討については他日を期すことにした
い。

注
（１）　筆者によるこれらの研究については、青嶋敏「『沖縄県物産検

査関係例規』とその沖縄県関係の収録令規について」（『社会科
学論集』5０号、２０１２年）78～79頁の注（１）ないし注（３）参照。

（２）　管見の限り戦前期沖縄県の令達類型とその変遷についての
先行研究は見当たらないが、輝広志「沖縄県庁の『文書管理』
に関する基礎的考察―『県令時代』を中心に―」（『立正
史学』１０７号、２０１０年）１49～１8１頁は、明治１9年以前の沖縄県
における文書管理との関連で令達類型について言及している。
他府県については、小暮隆志「群馬県における明治期行政文
書の作成と施行―令達および文書事務関係規程にみる―」
（『双文』２号、１985年）44～4７頁および6１～65頁が、群馬県の
明治期における令達類型とその変遷および「公文例」について
検討している。なお、岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』
（慶応義塾大学出版会、２０１２年）３～4３頁は、明治前期の中央政
府の法令の形式ないし種別について考察している。

（３）　内閣官報局編・原書房復刻版『法令全書』第十二巻ノ一（明
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戦前期沖縄県の令達・令規の類型とその変遷について

治１２年）46頁。ただし沖縄県内では、これに先立つ明治１２年
３月２７日に、布達甲第１号「沖縄県新設ノ件」および番外第１
号「廃藩置県ニ関シ一般民衆ヘ施政ノ大略告諭」が発出された
（明治３9年版『令達類纂』上巻３9～4０頁）。なお以下では、紙
幅の都合で、『法令全書』の参照に関する注は省略する。

（4）　琉球政府編『沖縄県史第１１巻資料編１上杉県令関係日誌』（琉
球政府、１965年）所収「沖縄県日誌」２45頁。ただし、「別冊」
の庁則自体は省略されている。

（5）　那覇市歴史博物館所蔵『自明治十五年至仝二十一年　庁中諸
回議並庁則ニ関スル部』（横内家文書）（以下「『庁中諸回議並
庁則』」として引用）所収。

（6）　青嶋敏編『戦前期沖縄県令達令規目録―令達集・令規集収
録編（暫定版）―』（２００9年）１～２頁参照。

（７）　沖縄県編『加除自在現行沖縄県令規全集』（帝国地方行政学
会、昭和4年再版台本）や帝国地方行政学会編『沖縄県警察法
規類典』（帝国地方行政学会、昭和１０年）では、「布達甲」と表
記している。

（8）　この『統計概表』における文書件数については、既に輝前掲
論文１７8頁の表３－Ａによって紹介されている。

（9）　沖縄県沖縄史料編集所編『沖縄県史料近代３尾崎三良岩村通
俊沖縄関係資料』（沖縄県教員委員会、１98０年）所収「沖縄県
下甲乙丙丁号達」３45～３6０頁。なお、この明治１6年達丙第１号
は、前掲「沖縄県日誌」659頁にも「各課職制事務章程並庁則
改定」として登場するが、条文自体は掲載されていない。

（１０）　同上「沖縄県下甲乙丙丁号達」３58～３59頁。
（１１）　琉球政府編、前掲『沖縄県史第１１巻 資料編１』9３～７１6頁に

翻刻されている。
（１２）　前掲『庁中諸回議並庁則』所収。
（１３）　この時期に府県の令達類型として府令、県令という名称が全

国的に採用されたが、これは、明治１9年７月２０日勅令第54号
「地方官官制」の制定・施行により、地方行政官庁（府県の行
政長官）としての府令・県令が府知事・県知事という呼称に変
更されたことに関連があると思われる。

（１4）　前掲『庁中諸回議並庁則』所収。
（１5）　明治３9年版『令達類纂』上巻２０頁。
（１6）　明治44年版『令達類纂』第一類３７頁。
（17）　明治３9年版『令達類纂』上巻２０～２２頁。ただし、「様式及ヒ

文書種目」は省略されている。
（18）　明治44年版『令達類纂』第一類56～5７頁。
（19）　明治32年３月３１日告示第１７号「県公報ニ令達掲載方」は、
「本県令達ハ従来明治二十六年県令第三十九号ニ依リ琉球新報
欄内ニ掲載セシ処明治三十二年四月一日ヨリ同報附録又ハ号
外トシテ発刊スル沖縄県公報ニ掲載ス」（明治３9年版『令達類
纂』下巻6１０頁）と定めており、明治３２年4月１日より「沖縄
県公報」が発行された。

（２０）　沖縄県編、前掲『加除自在現行沖縄県令規全集』の「国立国
会図書館所蔵本」（最終追録第１７３号、内容現在昭和１5年１月１
日）第一類２ノ4頁。

（２１）　管見によれば、残存する『加除自在現行沖縄県令規全集』の
うち最新の追録加除が行われている「沖縄県議会図書室所蔵本
（帝国地方行政学会寄贈本）」（最終追録第２１6号、内容現在昭和
１9年７月１０日、第一綴りのみ）第一類２ノ３～２ノ6頁に収録さ
れている大正１３年訓令乙第8号「公文書式文例」（最終改正昭
和１4年8月訓令乙第１１０号）は、前掲「国立国会図書館所蔵本」
第一類２ノ３～２ノ6頁収録のそれと同文である。

（２２）　沖縄県の現行の「例規文書」は、昭和4７年１２月１１日訓令第
4１号「公文例規程」によって定められている（沖縄県総務私
学課編『沖縄県法規集第１巻』〔第一法規出版〕第３編行政通則

２69～270頁参照）。
（２３）　明治１２年9月２5日達乙第１8号（明治３9年版『令達類纂』上巻

4１頁）によって親見世役所が、明治１２年9月３０日布達甲第9号
（同書上巻4２頁）によって首里役所が、明治１３年6月２３日布達
甲第5７号（同書上巻4２頁）によって島尻、中頭、国頭、宮古
島、八重山島、久米島役所が開設された。また、明治１4年１２
月２７日布達甲第１２9号（同書上巻4３頁）によって伊平屋島役所
が廃止された。

（２4）　前掲『庁中諸回議並庁則』所収。なお、明治１9年県令甲第１9
号「役所職制」の条文は現時点では確認できていない。

（２5）　明治３9年版『令達類纂』下巻6０9頁。
（２6）　那覇市歴史博物館所蔵『沖縄県町村諸規程』（横内家文書）２３３

頁。
（２７）　明治44年版『令達類纂』第一類4頁。なお、同県令の附則第

１項によって、明治4１年県令第２6号「沖縄県公文令」が廃止さ
れた。

（２8）　明治３9年版『令達類纂』上巻54頁。なお、同書本文では発令
年を明治３１年としているが、正しくは同書目次に表記されてい
るように明治２9年であると考えられる。

（２9）　明治３9年版『令達類纂』上巻７5頁。なお、同訓令によって、
明治２6年２月訓令第２6号が廃止された。

（３０）　明治３9年版『令達類纂』上巻89頁。
（３１）　この種の令達資料として、①八重山島役所『自明治十九年至

仝廿五年　役所達』（琉球大学附属図書館所蔵複製本〔八重山
島資料5７〕、法政大学沖縄文化研究所所蔵喜舎場コレクション 
複製本、史料編集班所蔵複製本）、②八重山島庁『庶務例規　 
第一号』（沖縄県公文書館所蔵）、③波照間村事務所『島庁通達
綴　明治３5年～３７年』（波照間公民館所蔵、史料編集班所蔵複
製本、『竹富町史第十巻資料編近代5波照間島近代資料集』〔竹
富町役場、２００9年〕に「自明治三五年一月　至明治三七年一二
月　島庁通達綴　波照間村事務所」〔登野原武翻刻〕として収
録）、④城辺村『県島庁公達並島庁告示　明治4１年～大正5年』
（城辺町役場所蔵、史料編集班所蔵複製本）、⑤那覇市総務部総
務課編『那覇市例規集　全』（那覇市役所、昭和１１年発行、琉
球大学附属図書館所蔵、那覇市歴史博物館所蔵複製本、史料編
集班所蔵複製本、浦添市立図書館所蔵複製本、沖縄国際大学図
書館所蔵複製本）、などの存在が知られている。

（３２）　『明治廿四年沖縄県警察統計表』（沖縄県警察部、明治２７年発
行）所収「警察略誌」や『明治廿五年沖縄県警察統計表』（沖
縄県警察部、明治２6年発行）所収「警察略誌」の中に登場する
令達類型である。なお、明治３１年8月9日訓令第１０8号「警察
署警察分署処務規程」は、第２７条で「示達文例」について、第
２8条で「指令文例」について規定している（明治39年版『令
達類纂』下巻１9頁）。

〔付記〕

　本稿は、２００9～２０１２年度日本学術振興会科学研究費補
助金基盤研究（Ａ）「沖縄近代法の構造とその歴史的性
格」（研究課題番号２１２4３００２、研究代表者沖縄大学教授田
里修）による研究成果の一部であり、復帰4０年沖縄国際シ
ンポジウム「これまでの沖縄学　これからの沖縄学」（主
催：沖縄文化協会、沖縄研究大学連合）における口頭報告
（２０１２年３月３０日）のための原稿に加筆したものである。

  （２０１２年9月18日受理）
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【表1】　沖縄県の令達の類型別件数（明治13年）

年　次 甲号達 乙号達 丙号達 番外達 指　令 備 考
明治１３年 １１３ １66 64 ７３ 9２8 合計１３３4件
資料： 国立国会図書館所蔵『明治十三年沖縄県統計概表』（沖縄県、明治

１5年）１７6葉所収の「文書」の表による。
注：備考欄は筆者が付加した。

【表2】　明治16年達丙第1号「各課職制事務章程並庁則」中の「達番号書式」による令達類型

令達類型 令達類型の説明 宛　先 結文例
甲第　号 人民直達ノ分 何……此旨布達候事
乙第　号 施政上ニ属スル分 役所、村役場、番所、蔵元 何……此旨相達候事
丙第　号 課署掛、役所、村役場、番所 何……此旨相達候事
丁第　号 一部或ハ二三部ニ達スルモノ 何々 何……此旨相達候事
番外第　号 諭達 何……此旨諭達候事
告第　号 何……此旨告示候事
沖縄県何課報告第　号 何……………………
注：表中の空欄は「達番号書式」に記載がない部分である。

【表3】　『沖縄県日誌』所収沖縄県令達の年次別・類型別件数

年　次 布達甲 達乙 達丙 達丁 達番外 達無号 達〔不明〕 告示 訓諭 番外告諭
明治１３年 56 6０ ２9 5３ ２
明治１4年 4７ 4１ 6７ １３ １２
明治１5年 5３ 5１ 64  5 ３７ １３ １ １
明治１6年 ２8 １8 ３３ ２７ １１ １ １6
年　次 番外諭告 番外諭達 番外無号 諭達無号 内訓無号 内達無号 庶務課報告 勧業課報告 衛生課報告 学務課報告
明治１３年
明治１4年 １ １
明治１5年 ２ １ ３ ２
明治１6年 4 ２ ２ １ １
注１： 明治１4年達丙第5７号は正しくは達乙第4７号、明治１5年達丙第１００号は正しくは布達甲である可能性があるが、上表で

はそのまま集計した。
注２：「正誤」３件および「指令」は除外した。

【表4】　明治19年県令丙第1号「沖縄県庁則」附録第11式「県令文例」による令達類型

令達類型 令達類型の説明 宛　先 結文例

沖縄県令甲号 全管内一般ニ周知セシムル者ヲ（沖縄県令）甲号〔ママ〕
トス

何スヘシ（或ハ）何之通相定ム 
（スヘシ）

沖縄県令乙号 各役所連帯ニ達スル者ヲ（沖縄県令）乙号〔ママ〕トス 役所 何スヘシ（又ハ）之通相定ム
沖縄県令丙号 各部連帯ニ達スル者ヲ（沖縄県令丙号）トス 各部 何スヘシ（又ハ）之通相定ム

沖縄県令丁号 一部若クハ一課乃至一役所等ノ一部分ニ達スル者ヲ（沖
縄県令丁号）トス

何々 達ヲ受クル衙名若
クハ官氏名ヲ掲ク 何スヘシ（又ハ）之通相定

沖縄県訓令 内達若クハ一事件ノ処分方等ヲ達スル者ヲ（沖縄県訓令）
トス

何々 達ヲ受クル衙名若
クハ官氏名ヲ掲クヘシ

何スヘシ（又ハ）之通取計フヘシ
（又ハ）心得ヘシ

沖縄県訓示 法律規則ノ精神等ヲ解キ明ス者ヲ（沖縄県訓示）トス 何々 達ヲ受クル衙名若
クハ官氏名ヲ掲ク 何心得ヘシ（又ハ）何

沖縄県諭達 人民ノ迷誤ヲ理解シ或ハ思想ヲ喚起勧諭スル者ヲ（沖縄
県諭達）トス 何心得ヘシ云々

沖縄県告示 一時ノ告示周知ニ止ルモノ〔ママ〕ヲ（沖縄県告示）トス 何

正誤 各令ノ正誤式 正誤／明治何年何月本県何第何号
中何

報告 報告式 沖縄県第何部何課第何回報告／何
注：表中の空欄は「県令文例」に記載がない部分である。

【表5】　明治19年県令丙第17号により改正・追加された令達類型

令達類型 令達類型の説明 宛　先 結文例

沖縄県訓令 一事件ノ処分方等ヲ達スル者ヲ（沖縄県訓令）トス 何々 達ヲ受クル衙名若
クハ官氏名ヲ掲クヘシ

何スヘシ（又ハ）之通取計フヘシ
（又ハ）心得ヘシ

沖縄県内訓 事ノ内密ヲ要スルカ又ハ特ニ役所長等ヘ指示スルモノ
〔ママ〕ヲ（沖縄県内訓）トス 役所長殿 右内訓ス

沖縄県達 官吏一般ニ関スル件即チ儀式等ヲ達スルモノ〔ママ〕ヲ
（沖縄県達）トス 〔官吏一般〕 ヽヽヽヽヽ
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【
表
6】
　
明
治
39
年
版
『
沖
縄
県
令
達
類
纂
』
所
収
令
達
の
年
次
別
・
令
達
類
型
別
件
数

年
　
次

布
達
甲
達
乙
達
丙
達
丁
番
外
達
無
号
告
示

達
達
甲
達
戊
達
己
県
令
甲
県
令
乙
県
令
丁
訓
令
訓
示
諭
達
内
訓
県
令
諭
告
庁
達
諭
示
訓
令
甲
訓
令
乙
そ
の
他

合
計

明
治
１２
年

10
 5

 2
 1

 4
 ２
２

明
治
１３
年

15
 9

 3
 1

 ２
8

明
治
１4
年

 6
 3

 5
 5

 １
9

明
治
１5
年

 4
 2

 2
 1

  
9

明
治
１6
年

 3
 3

 1
 1

 1
  
9

明
治
１７
年

 6
 5

 2
 2

 １
5

明
治
１8
年

12
 8

 3
 1

 2
 ２
6

明
治
１9
年

 3
 7

 1
 1

 2
 １
4

明
治
２０
年

 2
 1

 3
 3

 1
  
4

 1
 １
5

明
治
２１
年

 3
 1

 4
 2

 3
 6

 2
  
2

 ２
３

明
治
２２
年

 1
 5

 1
 6

 5
 2

 6
  
3

 1
 1

 ３
１

明
治
２３
年

 2
 1

 6
 3

 2
 1

 3
 2

  
4

  
1

 ２
5

明
治
２4
年

 1
 2

 7
 1

 1
 1
0

 1
  
1

 ２
4

明
治
２5
年

 1
 2

 2
 1
0

 2
  
4

 ２
１

明
治
２6
年

 2
 1
1

  
6

 １
9

明
治
２７
年

 1
8

 1
  
3

 ２
２

明
治
２8
年

 3
 1
7

  
6

 ２
6

明
治
２9
年

 4
 1
7

  
7

 ２
8

明
治
３０
年

 4
 1
9

 1
  
1

 ２
5

明
治
３１
年

 4
 3
0

 1
3

 4
７

明
治
３２
年

 6
 3
2

 5
 1
4

 2
訓
２

 6
１

明
治
３３
年

 5
 3
2

 4
 2
5

 6
 1

訓
３

 ７
6

明
治
３4
年

 4
 2
3

 3
 1
2

 4
 1

 4
７

明
治
３5
年

 7
  
3

 1
  
7

 3
 9

10
 4
０

明
治
３6
年

 5
 2

  
2

 3
 2
0

 1
 5

17
 5
5

明
治
３７
年

 1
 3

 1
2

 2
27

13
 5
8

明
治
３8
年

 1
 1

 1
1

14
12

※
①

 4
０

合
 計

59
52

26
6

12
 1

68
 3

22
 2

 6
21

 5
 1

23
7

 1
 3

24
14
3

 6
12

 2
55

52
6

8２
5

注
：
県
令
丙
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
 

※
「
小
学
校
教
科
用
図
書
表
」。
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【
表
7】
　
明
治
44
年
版
『
沖
縄
県
令
達
類
纂
』
所
収
令
達
の
年
次
別
・
令
達
類
型
別
件
数

年
　
次

布
達
甲
達
乙
達
丙
達
丁
番
外
達
無
号
告
示

達
達
甲
達
戊
達
己
県
令
甲
県
令
乙
県
令
丁
訓
令
諭
達
内
訓
県
令
諭
告
庁
達
諭
示
訓
令
甲
訓
令
乙

そ
の
他

合
計

明
治
１２
年

 ７
 １

 １
 ３

 １
２

明
治
13
年

 6
 ２

 ３
 １

 １
２

明
治
１4
年

 ２
 １

 ３
 １

  
７

明
治
１5
年

 ３
 １

 ２
 １

  
７

明
治
１6
年

 ２
 ２

 １
 １

  
6

明
治
１７
年

 4
 4

 １
  
9

明
治
１8
年

 ７
 4

 ３
 ２

 １
6

明
治
１9
年

 ３
 １

 １
 ２

  
７

明
治
２０
年

 ２
 １

 ２
 １

 １
  
３

 １
 １
１

明
治
２１
年

 １
 １

 5
 ２

 ３
 5

  
１

 １
8

明
治
２２
年

 ３
 ２

 ２
 ３

  
２

 １
２

明
治
２３
年

 １
 １

 6
 ３

 ２
 １

 ３
 ２

  
３

  
１

 ２
３

明
治
２4
年

 １
 １

 5
 １

  
9

  
１

 １
8

明
治
２5
年

 １
 ２

 ２
 １
０

 ２
  
２

 １
9

明
治
２6
年

  
5

  
３

  
8

明
治
２７
年

 １
4

 １
  
３

 １
8

明
治
２8
年

 ３
 １
０

  
３

 １
6

明
治
２9
年

 ３
 １
１

  
２

 １
6

明
治
３０
年

 １
 １
１

 １
 １
３

明
治
３１
年

 ３
 １
8

 １
  
３

 ２
5

明
治
３２
年

 4
 ２
6

 5
  
７

 ２
訓
２

 4
6

明
治
３３
年

 5
 ２
１

 4
 １
７

 5
 １

訓
３、
内
１

 5
７

明
治
３4
年

 ３
 １
8

 ２
  
７

 １
 １

 ３
２

明
治
３5
年

 6
  
２

 １
  
３

 ３
  
8

 8
 ３
１

明
治
３6
年

 ３
 ３

 １
6

 １
  
5

 9
 ３
７

明
治
３７
年

 5
 １
０

 ２
 ２
6

 9
 5
２

明
治
３8
年

 １
  
７

  
8

 9
 ２
5

明
治
３9
年

 ３
 １
4

 １
  
5

 ３
 ２
6

明
治
4０
年

 ２
 １

  
9

  
6

 5
 ２
３

明
治
4１
年

 ７
 ２
１

 ２
 ２
6

１０
 6
6

明
治
4２
年

１6
 ２

 ２
5

 ２
8

１9
 9
０

明
治
4３
年

 ７
 １

 １
5

 ２
 ２
5

１３
 6
３

明
治
44
年

 4
  
8

  
6

１０
 ２
8

合
　
計

３１
２4

１8
 ３

 6
 １

88
 ２

１4
 ２

 6
１5

 ２
 １

１6
4

 １
２9

１７
７

１１
 8

 ２
１4
３

95
6

84
9

注
：
県
令
丙
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
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【表8】　明治44年訓令乙第70号「沖縄県庁処務細則」による令達類型

令達類型 令達類型の説明 令達の文例

県令 管内一般若クハ一部ニ命令スルモノ 例ノ一／何 （々スヘシ）（左ノ通定ム）／何々／第一条何々／
第二条何々〔例ノ二以下省略〕

告示 管内一般若クハ一部ニ公示スルモノ 何々（ス）（セラル）（セラレタリ）（アリタリ）（スヘシ）
（左ノ通定ム）／（何々／何々ヽヽヽヽヽ）

諭告 管内一般若クハ一部ニ諭示スルモノ 何々

訓令 （甲）（乙）庁中又ハ所属官公署長ニ対シ指揮命令スルモノ／
甲ハ公報ニ掲載スルモノ乙ハ公報ニ掲載セサルモノ

何 （々スヘシ）（左ノ通定ム）／（何々／何々ヽヽヽヽヽ）　
【宛先：庁中一般／知事官房／何部／郡役所／島庁／
警察署／警察分署／区役所／町村役場／何々】

内訓 庁中又ハ所属官公署長ニ対シ機密ノ事項ヲ指揮命令スルモ
ノ 何々／右内訓ス

庁達 庁中一般又ハ一部分ニ命令スルモノ 何々　【宛先：庁中一般（何部）／（収入官吏何官何ノ誰）／
（何郡何町村）／（何々）】達 社寺議会会社其ノ他団体又ハ個人ニ命令スルモノ

指令 所属官公署学校又ハ個人ノ申請ニ対シ命令スルモノ
【宛先：郡役所（島庁）／（区役所）（町村役場）／（何某）】

年月日付（第何号）（何々願）（上申）ノ件（某法令第何条ニ
依リ）（許可）（認可）（聴許）ス（シ難シ）（年月日付第何号伺
何々スヘシ）（伺ノ通）（左ノ通心得ヘシ）／（何々ヽヽヽヽヽ）

【表9】　大正13年訓令乙第8号「公文書式文例」（昭和14年訓令乙第110号による改正後）による令達類型

令達類型 令達類型の説明 令達の文例

県令 管内一般若クハ一部ニ命令スルモノ 例ノ一／何 〔々スヘシ〕〔左ノ通定ム〕／何々／第一条　何々
／第二条　何々／（例ノ二以下省略）

条例 府県制第三条ノ二ノ規定ニ依リ設クルモノ 制定改廃ハ県令ノ文例ニ拠ル
規則 府県制第三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ設クルモノ 同　　上

告示 管内一般若クハ一部ニ告示スルモノ 何々〔ス〕〔セラル〕〔セラレタリ〕〔アリタリ〕〔スヘシ〕
〔左ノ通リ定ム〕／〔何々〕／何ヽヽヽヽヽヽ

諭告 管内一般若クハ一部ニ諭告スルモノ 何々

訓令 〔甲〕〔乙〕庁中又ハ所属官公署長ニ対シ指揮命令スルモノ／
甲ハ公報ニ掲載スルモノ乙ハ公報ニ掲載セサルモノ

何 〔々スヘシ〕〔左ノ通定ム〕／〔何々〕／何々ヽヽヽヽヽヽ
【宛先：庁中一般／知事官房／何部／支庁／警察署／
市役所／町村役場／何々】

内訓 庁中又ハ所属官公署長ニ対シ機密事項ヲ指揮命令スルモノ 何々ヽヽヽヽヽセラルヘシ〔ヽヽヽヽヽヽ〕／右内訓ス
庁達 庁中一般又ハ一部分ニ命令スルモノ 何々ヽヽヽヽヽヽ
達 社寺、県会県参事会、会社其他団体又ハ個人ニ命令スルモノ【宛先：〔庁中一般（部）〕／〔何市何町村〕／〔何々〕】

指令 所属官公署学校又ハ個人ノ申請ニ対シ命令スルモノ　
【宛先：支庁長市長町村長／何市町村字／何某／外何名】

年月日付〔第何号〕〔何々願〕〔上申〕ノ件〔許可〕〔許可〔マ
マ〕〕〔認許〕ス〔シ難シ〕〔年月日付第何号伺何々ノ件何々
スヘシ〕〔伺通〕〔左ノ通心得ヘシ〕／何々ヽヽヽヽヽヽヽヽ

【表10】「宮古嶋役所處務規程」第五号式「結文例」中の「管内下達」の類型

類　型 説　明 結文例
甲第　号 人民直達ニシテ管内周知スベキトキニ用ユ 此旨公告ス
乙第　号 蔵元番所連帯ニ達スルトキニ用ユ 此旨通達ス
丙第　号 各科蔵元番所小学校等ノ一部又ハ二三部ニ達スルトキニ用ユ 仝　申達ス
告第　号 管内周知スヘキモノニシテ一時ノ告知ニ止マルトキニ用ユ 仝　告示ス
資料： 八重山島役所『役所達〔明治１9年～２5年〕』（琉球大学附属図書館所蔵複製資料

「八重山島資料5７」）所収「役所事務章程更正ノ儀」（明治２4年７月２9日丙第5号）
の添付文書「宮古嶋役所處務規程」（年月日不詳）による。




